
 

     利尻富士町広報紙 
 

お知らせ『りしり富士』  

この給付金は、電気・ガス・燃料価格や物価の高騰の影響が大きいと考えられる新年度

に入学、進学する子を養育する子育て世帯に対して、その影響緩和を図り、安心して子育

てできる環境を整えていただくために支給する支援金です。 

 

 支給対象者 
 令和 8 年１月１日現在で利尻富士町に住民登録があり、次の対象児童を養育する保護者

の方が対象です。 

 ※この支援金は来年度に向けての給付であるため、保護者の方が転出する場合は対象と

なりません。 
 

 対象児童 
就学前５歳児、小学校６年生、進学が決定している中学校３年生及び高等学校３年生 

※町外に在住するお子さまも対象です。 

 

 支給額 
お子さま１人につき５万円 

 

 支給方法 
・利尻富士町に在住する就学前５歳児、小学校６年生を養育する保護者の方 

→ 申請不要で支給します。（転勤の可能性のある職種の方を除く。） 

・進学が決定した中学校３年生及び高等学校３年生を養育する保護者の方 

→ 申請が必要になります。 

・児童の年齢にかかわらず町外に在住する対象児童を養育する方 

→ 申請が必要になります。 
 

 申請書様式および提出期限 
下記の申請書に必要書類を添付し役場福祉課または鬼脇支所へ提出してください。 

マイナンバーカードを利用してぴったりサービスから電子申請いただくことも可能です。 

  〇利尻富士町子育て世帯物価高騰支援金支給申請書 
（福祉課または鬼脇支所でお受取り頂くか、町ホームページからもダウンロード可能です。） 

※申請書の提出期限は、令和 8 年３月２3 日（月）までです。 

 

〈申請・問い合わせ先〉 

〒097-0101 利尻富士町鴛泊字富士野 6 番地 利尻富士町役場福祉課住民係 

電話 0163-82-1113（福祉課直通） FAX0163-82-2075 

Mail juumin@town.risirifuji.hokkaido.jp 

 

 

「令和 7 年度利尻富士町子育て世帯物価高騰支援金」の支給について 

福祉課住民係  

利尻富士町役場 
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看護師・准看護師を募集しています！ 

利尻富士町立特別養護老人ホーム 秀峰園 
  

下記により、募集しておりますので、提出書類を郵送またはご持参のうえ、お申込みく

ださい。  

・募集人員   正看護師または准看護師 ２名（町職員として採用） 

・資 格 等   看護師若しくは准看護師 

・勤務場所   利尻富士町立特別養護老人ホーム秀峰園（鬼脇字鬼脇） 

・勤務内容   利用者の看護業務 

・給  料   利尻富士町職員給与条例等により 

（初任給基準）    201,000 円 ～（経歴に応じ加算される場合あり。） 

        ※看護師の資格をお持ちの方 

        183,500 円 ～（経歴に応じ加算される場合あり。） 

        ※准看護師の資格をお持ちの方 
 

秀峰園では、業務を支援してくれる方『介護助手』を募集しています。 

元気なシニアのみなさん、子育てがひと段落した方、介護に興味がある皆さん、住み慣

れた地域で『介護助手』として働いてみませんか？？ 

『元気な方であれば年齢は問いません。』 
『1 日 2～3 時間からお仕事できます。』 

 自分の都合のいい時間帯に仕事がしたい。サークルや趣味の会の人と一緒に仕事ができ

れば、など希望のある方がおりましたら、お気軽に施設にご連絡ください。 

 担当職員ができる限りご要望について対応させていただきます。 

『介護助手』ってどんな仕事をするの？？ 

 

 

 

 

 

提出書類を郵送またはご持参のうえ、お申込みください。 

・募集人員   業務を支援してくれる方『介護助手』 若干名 

        （パートタイム会計年度任用職員として採用予定） 

・資 格 等   特になし（元気な方であれば年齢は問いません） 

・勤務場所   利尻富士町立特別養護老人ホーム秀峰園（鬼脇字鬼脇） 

・勤務内容   介護の周辺業務や趣味活動援助 

・報  酬   パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に 

関する条例等により（時給又は日給等による報酬支給を予定） 

 
 

特別養護老人ホーム秀峰園では業務を支援してくれる方『介護助手』を募集しています。 

利尻富士町立特別養護老人ホーム 秀峰園 

介護職員をサポートする仕事です。 

介護の仕事は、食事介助や自立支援など多岐にわたりますが、利用者に対す

る「トイレ介助」や「入浴介助」といった直接介護は行わず、それ以外の周

辺業務を主に行います。  

・申込み先   利尻富士町特別養護老人ホーム秀峰園 

・住  所   利尻郡利尻富士町鬼脇字鬼脇 205 番地 1 

・電  話   0163‐83‐1313 

・提出書類   履歴書 

・採用決定   委細面談による 



『介護福祉士』『介護職員』を募集しています！ 

利尻富士町特別養護老人ホーム 秀峰園 
  

下記により、募集しておりますので、提出書類を郵送またはご持参のうえ、お申込みく
ださい。  
・募集人員   介護福祉士又は介護職員 3 名（町職員として採用） 
・資 格 等    介護福祉士 

介護職員実務者研修修了者若しくは介護職員初任者研修修了者 
・勤務場所   利尻富士町立特別養護老人ホーム秀峰園（鬼脇字鬼脇） 
・勤務内容   利用者の介護業務全般（夜間勤務あり） 
・給  料   利尻富士町職員給与条例等により 
（初任給基準）  188,000 円～（経歴に応じ加算される場合あり。） 
        ※介護福祉士の資格をお持ちの方 
        183,500 円～（経歴に応じ加算される場合あり。） 
        ※介護職員実務者研修修了者又は、介護職員初任者研修修了者の方 

 

『宿直員』を募集しています！ 

利尻富士町特別養護老人ホーム 秀峰園 

 下記により、募集しておりますので、提出書類を郵送またはご持参のうえ、お申込みく
ださい。  
・募集人員   宿直員 １名（パートタイム会計年度任用職員） 
・資 格 等   特になし（元気な方であれば年齢は問いません） 
・勤務場所   利尻富士町立特別養護老人ホーム秀峰園（鬼脇字鬼脇） 
・勤務内容   特別養護老人ホームにおける夜間帯の宿直業務 
        ・施設内の定時巡回・安全確認 

・電話対応（緊急時の連絡・取次ぎ） 
・火災・体調急変等の緊急時初期対応（看護職・管理職へ連絡） 
・施錠・解錠、簡単な記録  ※介護業務はありません。 

・勤務時間   17 時 30 分～翌 08 時 30 分 
        ※仮眠・休憩時間あり。業務は断続的・軽易です。 
・勤務日数   月 15 回～16 回（シフト制） 
・賃  金   1 回あたり：11,144 円（深夜割増料金含む） 
        ※最低賃金の改定により変更の可能性あり 
        ※最低賃金減額特例許可後適用 
        ※詳細は面接時に説明します。 

☆☆ 時間帯で働く「パート介護職員」も募集しています ☆☆ 
期間雇用（漁時期が終わる 10 月から、冬場の 3 ヶ月だけなど）、時間雇用（午前中、午

後から）、月曜、木曜だけなど自分のライフスタイルに合わせて働けます。   

また、資格は無いけれども入居者のために一緒にお手伝いをしていただける方など、大歓

迎です。勤務日や勤務期間、勤務時間帯、通勤に係る送迎など、ご相談に応じますので、

お気軽にお問い合わせ下さい。 
 

・募集人員  臨時介護職員（パートタイム会計年度任用職員） 

・勤務内容  利用者の介護業務全般 

・時給等   時 給 １，４００円 

（冬期間の送迎も検討します。） 

・資格等   必要なし 



令和 8 年度町道民税・令和 7 年分所得税の確定申告の受付・相談について     

会計課税務こくほ係 
 

 令和 7 年中に事業等の収入がある方、給与や賃金の収入があり年末調整を行っていない方は

令和８年 3 月 1６日（月）までに確定申告を行う（申告書を提出する）必要があります。 

 確定申告の受付及び相談は以下の日程により実施しますので、忘れずにお済ませ下さい。（還

付申告の受付も行います。） 

 また、昨年度からの変更点があります。下記の「確定申告に関するお知らせ」をご覧くださ

い。 

月 日 地 区 時 間 場 所 

２月９日（月） 

野 中   ９：３０～１１：００ 野中自治会館 

南 浜 １３：００～１４：００ 南浜自治会館 

沼 浦 １４：３０～１５：３０ 沼浦自治会館 

2 月１０日（火） 二石・石崎・旭浜   ９：３０～１１：００ 石崎自治会館 
    

2月12日(木)・13日(金) 
金崎・鬼脇 

清川・鰊泊 
 ９：３０～１５：３０ 鬼脇公民館会議室 

    

2 月１6 日（月） 
雄忠志内  ９：３０～１１：００ 雄忠志内自治会館 

野 塚 １３：３０～１５：3０ 野塚自治会館 

2 月 17 日（火） 
大 磯  ９：００～１１：００ 大磯自治会館 

富士岬・本泊 １３：３０～１５：３０ 本泊自治会館 
    

2 月 19 日（木） 鬼脇漁業（青色） ９：００～１４：００ 鬼 脇 支 所 

２月 20 日（金） 鴛泊漁業（青色） ９：００～１６：００ 役場 2 階大会議室  
    

２月２4 日(火)・２5 日(水) 
湾内・港町・本町 

栄町・富士野 
９：００～１6：００ 

役場 2 階大会議室 

２月２6 日(木)・27 日(金) 町内全地区 ９：００～１5：００ 
    

3 月 2 日(月)～6 日(金) 

町内全地区 

９：００～１５：００ 役場 2 階大会議室  
 

※議会の日程により、

会場を「役場 1 階小

会議室」へ変更する場

合があります。 

3 月 7 日(土)・8 日(日) １０：００～１５：００ 

3月 9日(月)～13日(金) ９：００～１５：００ 

 
■確定申告に関するお知らせ 
 
① 税務署への提出期限が厳格化されたため、受付は３月１３日までとさせていただきます。  
② 今年は、３月 7 日（土）、8 日（日）に休日の受付・相談を行います。  
③ 2 月 26 日(木)以降は、12 時から１３時まで、原則、お昼休憩とさせていただきますので、

ご了承願います。（お待ちの方がいる場合は、この時間も受付いたします。）  
④ 税務署より 確定申告のお知らせハガキまたは納付書入りの封筒 が送られてきた方は、申

告の際に必要な情報ですので“必ず”ご持参下さい。  
⑤ 収支内訳報告書、所得税青色決算書付表、青色決算申告書が必要な方はお手数ですが役場

までお越しくださいますようお願いします。 

 
詳細につきましては、下記までお問い合わせ下さい。 

利尻富士町役場会計課税務こくほ係【電話】0163-82-2123（直通） 



 
 

     利尻富士町広報紙 
 

お知らせ『りしり富士』  
２月の診療予定について 

鴛泊診療所 
 

２月の診療予定は以下のとおりとなっております。時間内に受診していただきますよう

お願いします。風邪症状で受診を希望される方は事前に電話（８２―１０３８）でご相談

下さい。 

2 3 4 5 6
午前　休診 午前　廣田医師 午前　廣田医師 午前　廣田医師 午前　廣田医師

午後　吉永・廣田医師 午後　廣田医師 午後　吉永医師 午後　植村医師 午後　休診（秀峰園）

9 10 11 12 13
午前　廣田医師 午前　廣田医師 建国記念の日 午前　廣田医師 午前　廣田医師

午後　吉永医師 午後　廣田医師 午後　休診 午後　福井医師

午後4時～整形外科

16 17 18 19 20
午前　廣田医師 午前　廣田医師 午前　廣田医師 午前　廣田医師 午前　廣田医師

午後　吉永医師 午後　廣田医師 午後　福井医師 午後　吉永医師 午後　休診（秀峰園）

23 24 25 26 27
天皇誕生日 午前　廣田医師 午前　廣田医師 午前　廣田医師 午前　廣田医師

午後　廣田医師 午後　吉永医師 午後　休診 午後　植村医師

午後4時～整形外科

月 火 水 木 金

 
※都合により医師変更・休診となる場合があります。IP 告知端末でご確認ください。 

※受付時間  午前：８時 30 分～１１時   午後：１時～３時 

我が国固有の領土である北方四島（択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島）の帰属の問

題を解決することにより平和条約を締結し、日本にとって重要な隣国であるロシアとの間

に真の相互理解に基づく安定的な関係を確立することを願っています。 

 そのために、「日魯通好条約」署名の日を記念して昭和 56 年 1 月に定められた 2 月 7

日の「北方領土の日」を中心に北海道独自の特別啓発期間として返還要求運動を実施して

おります。本年も利尻富士町において、下記の場所へ署名コーナーを設置しておりますの

で、お立ち寄りの際は、署名していただきますようご協力をお願いします。 

～ 署名コーナー設置場所（実施期間：１月２１日～２月２０日）～                  

 

 

 
 
 

「北方領土の日」特別啓発期間の実施について 

北海道総務部北方領土対策本部 

鴛泊地区 鬼脇地区 

利尻富士町役場庁舎 1Ｆロビー 鬼脇支所ロビー 

利尻富士町温泉保養施設 総合交流促進施設北のしーま 

利尻富士町総合交流促進施設「りぷら」               
北方領土イメージキャラクター 

利尻富士町役場 
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皆さまのご家庭にある「ＩＰ告知端末機」を使った 

全国一斉情報伝達訓練を実施します！ 

訓 練 放 送：令和８年２月６日（金） 午前１１時００分頃 
 利尻富士町では、地震・津波災害やミサイル等による武力攻撃などの発生時に、全国瞬時

警報システム（Ｊアラート）で送られる国からの緊急情報を、確実に皆様へお伝えできる

よう、町内の「屋外スピーカー」とご家庭に設置の「IP 告知端末機」からの情報伝達訓練

を行います。この情報伝達訓練は、毎年全国で一斉に行われている訓練ですので、試験放

送にご協力ください。 

利尻富士町で当日実施する訓練は次のとおりです。 

情報伝達手段 内  容 

ＩＰ告知端末機 

 

 

屋外スピーカー 

各家庭に設置してあるＩＰ告知端末機及び各地区の屋外スピーカー

から、次の放送内容が一斉に放送されます。 

①  チャイム 

② 「これは、Jアラートのテストです。」 

③  放送画面が２０分間表示 
※ この放送は最大音量で放送されますのでご注意下さい。 

※ 放送内容が異なることがありますのでご了承ください。 

注意・災害等とお間違えないようご注意願います。 

・試験放送の中止や内容変更を行う場合があります。 

【お問い合わせ先】 

利尻富士町企画政策課 電話 0163-82-2850 

 

優良運転者更新時講習のお知らせ 
 

■優良運転者更新時講習 
 
２月 ５日（木）  利尻富士町総合交流促進施設「りぷら」 
３月 ３日（火） 利尻町交流促進施設「どんと」 

 
＊受付は、午後５時から午後５時３０分まで 

＊講習時間は、午後５時３０分から午後６時までとなっております。 

＊時間等お間違えのないよう、必ず受講しましょう。 
 
       受講する前に、沓形駐在所で更新手続をしましょう！ 

毎週月・木の午前９時から午後４時まで行っています！ 
 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

 


